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国民健康保険：保険課国保年金係
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計算・納付方法
支払い
口座振替
資格や手続き

問い合わせ

　

広
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は

年
ご
と
に
保
険
料

率
を
見
直
し
て
い
ま
す

保
険
料

は
広
島
県
内
均
一
で

平
成　

・

　

年
度
分
の
新
し
い
保
険
料
率
は

左
の
表
の
と
お
り
で
す

平
成　

年
度
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は

原
則

特
別
徴
収

年
金
天
引
き

で
す

　

た
だ
し

特
別
徴
収
の
事
由
に

該
当
し
な
い
人

年
度
の
途
中
で

　

歳
に
な

た
人

市
外
か
ら
転

入
し
た
人
は

普
通
徴
収

納
付

書
・
口
座
振
替

と
な
り
ま
す

な
お

希
望
す
る
人
は
口
座
振
替

で
の
納
付
に
変
更
で
き
ま
す

変

更
す
る
場
合
は

納
付
方
法
変
更

申
立
書
と
口
座
振
替
依
頼
書
の
提

出
が
必
要
で
す

詳
し
く
は

課

税
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

後期高齢者医療制度の保険料率表
平成 ・ 年度平成 ・ 年度

, 円, 円均等割額

.％.％所得割率

※後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得
割額の合計です
※所得割額＝（総所得金額－基礎控除額（ 万円））
× .％
※所得の低い世帯の被保険者や健保組合（国保と国
保組合は除く）の被扶養者だった人は、平成 年
度も同じく軽減措置があります

Information国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料の改正
国民健康保険税と後期高齢者医療制度保険料の納期

月月月月月月月月月月月徴収方法
○
第 期

○
第 期

○
第 期

○
第 期

○
第 期

○
第 期

○
第 期

○
第 期

普通徴収
年 回納付

○○○○○○特別徴収
年 回天引き
※普通徴収の納期限は、各該当月の月末（ただし 月は 日）。納期限が土・日・祝・休日の場合、その翌日
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国民健康保険税の税率表（グレーの網掛け部分が変更点）
介護保険分
～ 歳の人が対象後期高齢者支援金分医療分区分

平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度
.％.％.％.％.％.％所得割額の税率
.％.％.％.％.％.％資産割額の税率

, 円, 円, 円, 円, 円, 円均等割額
（加入者 人につき）

, 円, 円, 円, 円, 円, 円平等割額
（ 世帯につき）

, 円, 円, 円, 円, 円, 円賦課限度額
（ 世帯につき）

国民健康保険税・軽減制度の基準額
平成 年度平成 年度

基礎控除額（ 万円）＋ .万円×
（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

基礎控除額（ 万円）＋ 万円×（被
保険者数＋特定同一世帯所属者数）割軽減基準額

基礎控除額（ 万円）＋ 万円×（被
保険者数＋特定同一世帯所属者数）

基礎控除額（ 万円）＋ 万円×（被
保険者数＋特定同一世帯所属者数）割軽減基準額

※平成 年度 割軽減基準額は、平成 年度と同じです

国民健康保険税

後期高齢者医療保険制度の保険料

広報はつかいち平成 年 月号

個人住民税（市県民税）の税制改正緯運課税課問い合わせ

特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）納付方法
月月月月月月

税額から仮徴収額を引いた
残りの税額の 分の前年度 月の税額と同額現行

公的年金などの
所得に対する税額 税額から仮徴収額を引いた

残りの税額の 分の前年度の年税額の 分の改正後

（ ）仮特別徴収税額の算定方法の見直し（平成 年 月徴収分から）
　公的年金からの天引き額がなるべく等しくなるよう、仮徴収税額
（ ・ ・ 月の年金からの天引き額）が、各月、前年度の年金特別
徴収税額の 分の ずつになります。

（ ）転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し（平成
年 月以降）

　現行では賦課期日（ 月 日）後に市外に転出した場合や特別徴収
税額が変更となった場合、特別徴収から普通徴収に切り替わります。
改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下、特別徴収
を継続します。 

公的年金からの特別徴収制度の見直し ふるさと納税関連制度の見直し
（ ）ふるさと納税にかかる寄付金税額
控除の改正（平成 年度賦課分から）

　ふるさと納税に係る市県民税の特例控
除額の上限が、市県民税の所得割額の
％に拡充されます。（現行は ％）情報公開制度・個人情報保護制度と運用状況緯運総務課問い合わせ

Information

情報公開制度
　市が保有する市政に関する情報（公文書）を市民の皆さんの請求に
応じ、個人情報など保護すべきものを除いて、原則公開する制度です。
個人情報保護制度
　市が保有する個人情報の取り扱いのための具体的なルールを定める
とともに、本人からの請求に応じて個人情報を開示・訂正・利用停止
することができるようにする制度です。
請求などの状況
　平成 年度の情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況は、
下の表のとおりです。

公文書の開示請求（申出）の状況
決定などの状況

開示申出開示請求区分 取下げ不存在・不開示部分開示全部開示
申出請求申出請求申出請求申出請求

平成 年度
※開示申出は、条例で定める請求権者（市内に住所がある人など）以外の人からの閲覧などの申し出のことです
※部分開示は、特定の個人が識別できる情報などが含まれているため、その部分を除いて開示したものです。また、１件の請求に対し複数の決
定が行われる場合があることから、請求件数と決定の件数の合計は、必ずしも一致しません
※決定などに対する行政不服審査法の規定に基づく異議申立ては、１件ありました

行政資料室などでの情報提供
　行政資料室（市役所 階）と情報公開
コーナー（各支所）では、各種統計書や
刊行物など市政に関する情報を備えてい
ます。自由に閲覧できますので、ぜひ利
用してください。
行政資料室の利用時間
　月～金曜日の 時 分～ 時 分
※土・日・祝日、年末年始は利用できま
せん

個人情報の開示請求の決定の状況
利用停止
請求訂正請求決定などの状況開示請求区分

取下げ不存在・不開示部分開示全部開示
平成 年度

※決定などに対する行政不服審
査法の規定に基づく異議申立
ては、ありませんでした

広報はつかいち平成 年 月号

TAX

●借入金残高の推移
　（正）■臨時財政対策債　■実質的な市債残高
　（誤）■実質的な市債残高　■臨時財政対策債

ページ
借入金の残高

広報はつかいち平成 年 月号に誤りがあ
りましたので、おわびして訂正します。

■おわびと訂正
問い合わせ
　経営政策課　緯運


